
会  議  記  録  

 

高松市附属機関等の会議の公開および委員の公募に関する指針の規定に  

より，次のとおり会議記録を公表します。  

会  議  名  平成２３年度  第３回高松市国民健康保険運営協議会  

開催日時  平成２４年１月１９日 (木 )  １４時００分～１５時３０分  

開催場所  高松市役所  ３階  ３２会議室  

議     題  国民健康保険事業の運営について（保険料の見直し）  

公開の区分    ■  公開   □  一部公開   □  非公開  

上記理由   

出席委員  

公益代表（山下委員，古市委員，渡邊委員，八十川委員）  

保険医・保険薬剤師代表（曽我部委員，伊藤委員，穴吹委員，稲本委員）  

被保険者代表（上砂委員，小野委員，藤村委員，森山委員）  

被用者保険等保険者代表（門田委員，髙木委員）  

傍  聴  者       ２１   人   （定員  ５  人）  

担当課および  

連絡先  

国保・高齢者医療課管理係  

839－2311 

    

協議経過および協議結果  

(1)  国民健康保険事業の運営について  

国 の 平 成 ２ ４ 年 度 予 算 案 が 決 定 さ れ た こ と に 伴 う 保 険 料 見 直 し 案 の 修 正 に つ い

て，事務局から説明。  

(2)  その他  

出席委員が１４名中１４名で半数以上に達しているので，高松市国民健康保険運営協議  

会規則第４条の規定により，会議が成立していることを報告。  

 

 【協議】  

議題  国民健康保険事業の運営について（保険料の見直し）  
    

 （委  員）  

私も国保の被保険者であり，また，介護保険料も納めているので，今回の保険料見 直し

は身にしみている。保険料見直しと直接は関係がないかもしれないが，平成２４年度に，

介護保険料も上がると聞いているのだが，その内容はどうなっているの か。  

（事務局）  

 保険料見直しの件はこれまで新聞報道等にも出て，各委員さんも十分関心を寄せていた

だいているかと思う。介護保険については ３年に１回ということで，平成２４年度がちょ

うど改定時期になる。その介護保険料の改定の見通しだが，これについては一昨日，議会

の教育民生調査会で中間報告をしているので，その内容で説明させていただきたい。まず

介護保険料というのは，一号被保険者ということで６５歳以上の人の保険料である 。これ

については，基準額を設定して，それに対して所得に応じてプラスマイナスでいろいろな

段階を設定している。現行，２１～２３年度の基準額が月額４，７４２円で，全国平均は

４，１６０円と，高松は５８２円ほど高い状態にある。次期の２４～２６年度の計画期間

の３ヵ年について，どのくらいの介護給付がいるのかというのをまず算出する のだが，そ

の中には施設サービスもあればデイサービス等の通所サービスもある。そうすると，それ

に係る費用の原則的に１割は利用者負担なので，そこを除いた９割を考えるのだが，その

サービス料見込みが，現行の２１～２３年度の額と比べて，約２２％増加する見込みとな

っている。  

  そ し て 一 方 で ， 新 聞 等 で も 報 道 さ れ て い る が ， 介 護 報 酬 の 問 題 が あ る 。 診 療 報 酬 の 方

は，薬 価と本体を合 わせてプ ラス０．００ ４％だが ，介護の方は １ ．２％ 上昇する見込 み

となっ ている。一部 報酬単価 の地域区分の 見直しと いうのがまだ 確定して いない要素が あ

るが， それがもし私 どもに適 用されるとし たらプラ スに転じる の で，その 前提で検討す る

と最高で約２４％の改定になる見込みである。  

そうすると，基準額４，７４２円に対して１，１３３円のアップとなる５，８７５円が



今の段階では見込まれることになると議会調査会で報告したところである。具体的に年額

では１３，６００円の増が見込まれている。   

（委  員）  

今の国保の財政状況から見ると，保険料の見直し案は仕方がないということは理解でき

る。ただ，私も保険料を納める立場なので，国保も介護も同時に保険料が上がるというの

は厳しいと思う。そこで，初年度については介護のみ上げるなど，段階的 な措置をとるこ

とで，負担増を抑制することはお願いできない か。  

（会  長）  

 その件については，後ほど皆さんに答申案を考えていただく際に改めて検討していただ

けたらと思うのだがよろしいか。  

（委  員）  

 承知した。  

（委  員）  

 資料６ページのモデルケースを見ると，各世帯で２０％弱の増加率が見込まれているよ

うである。このような負担増を市民の皆様 にお願いするのであれば，市としては資料９ペ

ージに示されている歳出抑制策に力を入れていただきたい。特に（２）のジェネリック医

薬品普及による薬剤費適正化について，尽力いただきたいと思う。  

（委  員）  

 資 料 ９ ペ ー ジ （ ２ ） ア の ， ジ ェ ネ リ ッ ク 医 薬 品 希 望 カ ー ド と は ， ど の よ う な も の な の

か。  

（事務局）  

 ジ ェ ネ リ ッ ク 医 薬 品 と い う の は 患 者 の 意 思 表 示 が あ っ て は じ め て 利 用 で き る も の な の

で，その意思表示をより簡単に実施していただこうという目的で作られているカードであ

る。それを利用していただいて，できるだけジェネリックの医薬品を使っていただこうと

いう取り組みをしている。  

ま た ， 来 年 度 か ら 実 施 予 定 の ジ ェ ネ リ ッ ク 差 額 通 知 は ， 通 常 の 薬 を 利 用 さ れ て い る 方

に，ジェネリック医薬品を利用するとこれだけ薬代が安くなりますということをお知らせ

するための通知である。これらの取り組みを通して，できるだけ医療費を抑制していきた

いと考えている。  

（委  員）  

 カードを配布するということだが，どのような方法を取るのか。  

（事務局）  

 保険証をお送りする際に同封したり，市役所のカウンターに置いて自由に取っていって

いただいたりといった方策を採っている。  

（委  員）  

 来年度からジェネリック差額通知を出すということだが，他の市町村でそのような取り

組みをしているところはあるのか。  

（事務局）  

 県内の市町ではまだ実施していない。来年度は，県内の全市町が足並みをそろえて実施

していこうと考えている。四国内だと，高知市が実施しているようである 。  

（委  員）  

 それによって，病院等とトラブルが起こるという可能性はないの か。  

（事務局）  

 そのようなことのないよう，事前に医師会等と十分協議する予定である 。  

（委  員）  

 「 少 し で も 医 療 費 を 安 く し た い 」 と い う こ と は ， 患 者 か ら は 言 い 出 し に く い 場 合 も あ

る。それに対してカード配布等のアイデアで医療費負担を減らすことは行政の取り組むべ

きことであって，医療サイドとトラブルになるようなことはないと考えられる。  

（委  員）  

 実際，ジェネリックでの薬剤費適正化というのはどのくらいの効果があるものなの か。

現在差額通知を実施しているという高知市の事例が分かれば教えていただきたい。また，

医薬品については，安いのであればありがたいと思う反面，やはり新薬の方 が効き目があ

るのではないかと思うが，いかがか。  

（委  員）  

 先 発 医 薬 品 は い ろ い ろ な 研 究 や 開 発 を し て ， 多 く の 費 用 を か け て 作 り 上 げ た も の で あ

る。一方，ジェネリック医薬品はそのような研究開発なしに，先発医薬品と同じ物質を使

って作っているので，先発医薬品のように費用をかけず，ほぼ同じ効果を実現することが

できるようになっている。ただ，医師の中には「自分は先発医薬品しか使わない」という

こだわりを持っている方もいる。  

（事務局）  



 高知市の状況については把握できていないが，いずれにしても，医療費を抑制するとい

うことは保険者として重点的に取り組むべき項目である。しかしながら，保険者から 働き

かけて医療費を抑制できる方策は数少ない。そういったなかでも，少しでもできることか

ら取り組んでいきたいと考えている。  

（会  長）  

他に何か，質問，意見はないか。  

（会  長）  

 ないようなので，これから答申案について審議いただきたいが，第２回運営協議会でお

話ししたとおり，私のほうで，事務局と協議し，第２回運営協議会の審議内容を踏まえた

答申案を作成しているので，説明する。  

なお，先ほど，事務局から最終案の説明がありましたが，その内容や，それに対する意

見を踏まえ，皆さんに十分議論いただいたうえで，協議会としての最終意見としたいと考

えている。  

そ れ で は ， 別 紙 で 配 付 し て い る 「 平 成 ２ ４ 年 度 国 民 健 康 保 険 料 の 見 直 し に つ い て （ 答

申）」という書類をご覧いただきたい。  

 

《答申案の説明を行う》  

 

（会  長）  

答申案の説明は以上だが，この案について，ご意見をお願いしたい 。  

（委  員）  

 平成２４年度については，介護保険料の改定も重なるため，保険料の増額を段階的にし

ていただけたらと考える。  

（会  長）  

 そういったことも答申の中に含めることとする。  

（会  長）  

 他に何かこの答申案について，意見はないか。  

（会  長）  

ないようなので，答申案については，先ほどいただいた 意見を反映させた内容で修正を

行い，協議会としての最終意見としたいと思うが，よろしい か。  

なお，修正箇所の表現方法については，私のほうで調整させていただいてよろしい か。  

 

《  異  議  な  し  》  

 

（会  長）  

 また，市長への答申は，私のほうで１月２３日に行いたいと思うので，一任いただけれ

ばと考えるが，よろしいか。  

 

《  異  議  な  し  》  

 

（会  長）  

続いて，事務局から次回の運営協議会の開催日程について，説明をお願いしたい。  

 

《  事務局  説明  》  

 

（会  長）  

他に何かないか。  

（会  長）  

他にないようなので，これをもって閉会とする 。  

 

 

 


